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５ 重点的に取り組む施策の⽅向性 

基本方針ごとに施策の方向性がいくつかありますが、その中でも、国･県の計画やアンケート

調査等の結果を鑑みて、次の３つの施策の方向性に対して重点的に取り組んでいきます。 

（１）教育・メディア等を通じた男⼥双⽅の意識改⾰、理解の促進 
男女共同参画社会の実現には、男女が性別にとらわれずに個人の能力を発揮し、自立して生

きていくことができるよう、子どもの頃から男女共同参画についての理解を深める必要があり

ます。そのためには、学校教育のみならず、地域や家庭生活を含め子どもに関わる全ての大人

たちが、広く男女共同参画の視点を持って子どもたちと接することが重要です。 

（２）雇⽤等における男⼥共同参画の推進と仕事と家庭の調和 
働きたい女性が仕事と子育て･介護等家庭生活の二者択一を迫られることがないよう、男性

型労働慣行を改め、男性・女性にかかわらず全ての人の働き方を改善させることが重要です。 

また、女性がやりがいを持って働き続けるためには、事業主のみならず、個々の意識改革が

必要となります。 

（３）貧困等⽣活上の困難に対する⽀援と多様性を尊重する環境の整備 
生まれた境遇や置かれた環境等により個人の可能性が狭められることがないように、各種相

談体制を充実させながら、一人一人の希望に沿った選択とチャレンジができる環境を整えるこ

とが重要です。 

 

６ 「⼥性活躍推進計画」と「ＤＶ対策基本計画」 

この計画のうち、次の基本方針Ⅱの施策の方向性１と２の部分は、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律第６条第２項に規定された市町村推進計画（女性活躍推進計画）として位

置付けるものです。 

基本⽅針 施策の⽅向性 取組の柱 

Ⅱ あらゆる分野に
お け る ⼥ 性 の
参画拡⼤ 

１ 政策・⽅針決定過程
への⼥性の参画拡⼤ 

(1)女性人材・女性リーダーの育成 

(2)女性の政策決定過程への参画を進めるための環境整備 

２ 雇⽤等における男⼥
共同参画の推進と仕
事と家庭の調和 

(1)ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた個人・事業主双方の意識啓発 

(2)女性が活躍するための学習機会及びサポート体制の充実 

(3)女性が安心して就業できる環境づくり 

 

また、次の基本方針Ⅲの施策の方向性１は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律第２条の３第３項に規定された市町村基本計画（ＤＶ対策基本計画）として位置付

けるものです。 

基本⽅針 施策の⽅向性 取組の柱 
Ⅲ 安 全 ・ 安 ⼼ な

暮らしの実現 
１ ⼥性に対するあらゆ

る暴⼒の根絶 
(1)ＤＶ被害防止のための人権教育・啓発活動の充実 

(2)各種相談体制の充実と被害者保護・支援に向けての環境整備 
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＜施策の展開の構成と⾒⽅＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■取組の柱 
施策の方向性の下、展開する

取組を記載しています。 

また、取組の内容を記載して

います。 

■具体的な取組 
取組の柱の下、展開する「具体

的な取組」、「主な事業」、「担当」

を記載しています。 

また、具体的な取組の方向性

に応じて「新規」、「拡充」を

記載しています。 

■基本⽅針 
日立市の目指す姿を実現するための基本的な方針を記載しています。 

■施策の⽅向性 
基本方針の下、展開する施策の方向性を記載しています。また、施策の方向性における現状

と課題を記載しています。 

■⽬標指標 
本計画の最終年度である令和

８年度の目標値を記載してい

ます。 

■SDGｓのアイコン 
各施策がＳＤＧｓのどのゴー

ルに向かっているかを示して

います。 

■重点項⽬ 
第４次計画で重点的に取り組む施策の方向性を示しています。 
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３ 基本⽅針 

日立市の目指す姿を実現するため、３つの基本方針を設定します。 

 

基本⽅針Ⅰ 男⼥共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

男女の特性や違いを認めた上で、誰もがお互いを尊重し合いながら個性と能力を発揮す

ることができ、それぞれが自身の可能性を信じて、のびやかにかつ何度でも理想に向かって

チャレンジする力を育むための意識啓発やシステムの構築を目指します。 

 

 

基本⽅針Ⅱ あらゆる分野における⼥性の参画拡⼤ 

女性が、「女性」というだけで様々な可能性を諦めることがないように、働き方改革を含

めた様々なシステムが円滑に機能し、それぞれがなりたい自分を容易にイメージして理想

に向かってチャレンジできるような機会の創出を目指します。 

 

 

基本⽅針Ⅲ 安全・安⼼な暮らしの実現 

性別や置かれている環境がどのような状態であっても、暴力や貧困によって個人の可能

性が脅かされることなく、生涯にわたって健康で安全に暮らすための情報提供や支援を行

います。 
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基本⽅針Ⅰ 男⼥共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

施策の⽅向性１ 男⼥共同参画の視点に⽴った環境整備 

男女に関する偏った意識やものの見方、慣行等は、長年の積み重ねの中でつくられてきたも

のであり、長期的、継続的に働き掛け、少しずつ変えていく必要があります。それには、今ま

で当たり前に思っていたことに無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）がないか疑問

を持つことが大切です。例え男女共同参画推進のシステムが整っていっても、ベースにある考え

が変わっていかなければ、事態は前に進まないものです。誰もが「男性だから」、「女性だから」

という思いにとらわれることなく、自由と責任を分かち合える男女共同参画の視点を強化した上

で、基盤の整備を行っていくことが大切です。 

 

項 ⽬ 実績値（R２年度） ⽬標値（R８年度） 担 当 

固定的性別役割分担意識を持たない市民

の割合 

男 50.9％ 

女 60.0％ 

男 60％ 

女 70％ 
女性若者支援課 

保育や介護が充実していると思っている

市民の割合 

男 24.6％ 

女 30.9％ 

男 34％ 

女 40％ 
女性若者支援課 

 

 
【関連するＳＤＧｓ】 

 

 

 

 

取組の柱（１）固定的性別役割分担意識の解消に向けた情報発信の充実 
男女共同参画を推進するためには、固定的性別役割分担意識がどのような弊害をもたらすの

かを具体的に明示する必要があります。そのため 10 月を男女共同参画強調月間と定め、市民に

対する啓発活動を更に充実させるとともに、市民への情報提供やシステム構築を担う市職員が

常に男女共同参画に対する安定して正しい認識を持ち、各種施策を提供できるよう努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

１ 

拡充 幅幅広広いい世世代代にに向向けけたた分分かかりりややすすいい広広報報・・啓啓発発活活動動のの充充実実  

○男女共同参画強調月間事業（10 月） 

○男女共同参画広報紙による広報啓発事業 

○市ホームページ掲載記事の充実 

女性若者支援課 

日立市らぽーる協会 

２ 

拡充 市市職職員員のの男男女女共共同同参参画画のの視視点点強強化化ののたためめのの調調査査・・情情報報発発信信・・研研修修会会のの充充実実  

○市職員研修の充実 

○事務の効率化、合理化の研究及び推進 

○男女共同参画に配慮した広報指導 

女性若者支援課 

人事課 

行政マネジメント課 

広報戦略課 

⽬標指標 
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取組の柱（２）育児・介護等の負担軽減のための環境整備 
市の保育環境や地域における介護等の地域包括ケアシステムの充実が高評価を得ている一方、

初期段階で的確な情報が得られず戸惑う人たちがいます。誰もが安心して適切なサービスを受

けることができるよう、質の良い情報が容易に得られ、幅広い選択ができる環境整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

３ 

安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境のの整整備備  

○保育提供体制の充実（病児・病後児保育、一時預かり事業、待機児童

情報提供等を含む） 

○新・放課後子ども総合プラン推進事業 

児童クラブと子ども教室の一体的な運営 

○地域子育て支援拠点事業 

○子どもセンター運営事業 

子ども施設課 

生涯学習課 

子育て支援課 

４ 

包包括括的的なな支支援援体体制制のの充充実実  

○子育て世代包括支援センターすこやかひたち事業 

○地域包括ケアシステム 

子育て支援課 

子ども施設課 

健康づくり推進課 

介護保険課 

高齢福祉課 

障害福祉課 

５ 

拡充 情情報報をを包包括括ししたた市市民民にに分分かかりりややすすいい情情報報提提供供体体制制のの構構築築  

○市ホームページの情報連携の充実 

○オンラインを活用した保健指導・情報発信事業 

女性若者支援課 

健康づくり推進課 

 

取組の柱（３）多様性に配慮した公共施設の整備促進 
例えば、ベビーチェアが当然のように男子トイレに設置されてきたように、施設の在り方が男

女一方の視点に偏ることのないよう常に配慮することが大切です。また、性別だけでなく、年齢、

障害の有無等にかかわらず、誰もが安心して利用できる多様性を持った施設の整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

６ 

誰誰ももがが使使いいややすすいい公公共共施施設設ににすするるたためめのの整整備備促促進進  

○広報啓発・情報発信 

○公共施設マネジメント推進事業 

女性若者支援課 

公共財産管理課 
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取組の柱（２）育児・介護等の負担軽減のための環境整備 
市の保育環境や地域における介護等の地域包括ケアシステムの充実が高評価を得ている一方、

初期段階で的確な情報が得られず戸惑う人たちがいます。誰もが安心して適切なサービスを受

けることができるよう、質の良い情報が容易に得られ、幅広い選択ができる環境整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

３ 

安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境のの整整備備  

○保育提供体制の充実（病児・病後児保育、一時預かり事業、待機児童

情報提供等を含む） 

○新・放課後子ども総合プラン推進事業 

児童クラブと子ども教室の一体的な運営 

○地域子育て支援拠点事業 

○子どもセンター運営事業 

子ども施設課 

生涯学習課 

子育て支援課 

４ 

包包括括的的なな支支援援体体制制のの充充実実  

○子育て世代包括支援センターすこやかひたち事業 

○地域包括ケアシステム 

子育て支援課 

子ども施設課 

健康づくり推進課 

介護保険課 

高齢福祉課 

障害福祉課 

５ 

拡充 情情報報をを包包括括ししたた市市民民にに分分かかりりややすすいい情情報報提提供供体体制制のの構構築築  

○市ホームページの情報連携の充実 

○オンラインを活用した保健指導・情報発信事業 

女性若者支援課 

健康づくり推進課 

 

取組の柱（３）多様性に配慮した公共施設の整備促進 
例えば、ベビーチェアが当然のように男子トイレに設置されてきたように、施設の在り方が男

女一方の視点に偏ることのないよう常に配慮することが大切です。また、性別だけでなく、年齢、

障害の有無等にかかわらず、誰もが安心して利用できる多様性を持った施設の整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

６ 

誰誰ももがが使使いいややすすいい公公共共施施設設ににすするるたためめのの整整備備促促進進  

○広報啓発・情報発信 

○公共施設マネジメント推進事業 

女性若者支援課 

公共財産管理課 
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基本⽅針Ⅰ 男⼥共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

施策の⽅向性１ 男⼥共同参画の視点に⽴った環境整備 

男女に関する偏った意識やものの見方、慣行等は、長年の積み重ねの中でつくられてきたも

のであり、長期的、継続的に働き掛け、少しずつ変えていく必要があります。それには、今ま

で当たり前に思っていたことに無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）がないか疑問

を持つことが大切です。例え男女共同参画推進のシステムが整っていっても、ベースにある考え

が変わっていかなければ、事態は前に進まないものです。誰もが「男性だから」、「女性だから」

という思いにとらわれることなく、自由と責任を分かち合える男女共同参画の視点を強化した上

で、基盤の整備を行っていくことが大切です。 

 

項 ⽬ 実績値（R２年度） ⽬標値（R８年度） 担 当 

固定的性別役割分担意識を持たない市民

の割合 

男 50.9％ 

女 60.0％ 

男 60％ 

女 70％ 
女性若者支援課 

保育や介護が充実していると思っている

市民の割合 

男 24.6％ 

女 30.9％ 

男 34％ 

女 40％ 
女性若者支援課 

 

 
【関連するＳＤＧｓ】 

 

 

 

 

取組の柱（１）固定的性別役割分担意識の解消に向けた情報発信の充実 
男女共同参画を推進するためには、固定的性別役割分担意識がどのような弊害をもたらすの

かを具体的に明示する必要があります。そのため 10 月を男女共同参画強調月間と定め、市民に

対する啓発活動を更に充実させるとともに、市民への情報提供やシステム構築を担う市職員が

常に男女共同参画に対する安定して正しい認識を持ち、各種施策を提供できるよう努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

１ 

拡充 幅幅広広いい世世代代にに向向けけたた分分かかりりややすすいい広広報報・・啓啓発発活活動動のの充充実実  

○男女共同参画強調月間事業（10 月） 

○男女共同参画広報紙による広報啓発事業 

○市ホームページ掲載記事の充実 

女性若者支援課 

日立市らぽーる協会 

２ 

拡充 市市職職員員のの男男女女共共同同参参画画のの視視点点強強化化ののたためめのの調調査査・・情情報報発発信信・・研研修修会会のの充充実実  

○市職員研修の充実 

○事務の効率化、合理化の研究及び推進 

○男女共同参画に配慮した広報指導 

女性若者支援課 

人事課 

行政マネジメント課 

広報戦略課 

⽬標指標 
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取組の柱（２）育児・介護等の負担軽減のための環境整備 
市の保育環境や地域における介護等の地域包括ケアシステムの充実が高評価を得ている一方、

初期段階で的確な情報が得られず戸惑う人たちがいます。誰もが安心して適切なサービスを受

けることができるよう、質の良い情報が容易に得られ、幅広い選択ができる環境整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

３ 

安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境のの整整備備  

○保育提供体制の充実（病児・病後児保育、一時預かり事業、待機児童

情報提供等を含む） 

○新・放課後子ども総合プラン推進事業 

児童クラブと子ども教室の一体的な運営 

○地域子育て支援拠点事業 

○子どもセンター運営事業 

子ども施設課 

生涯学習課 

子育て支援課 

４ 

包包括括的的なな支支援援体体制制のの充充実実  

○子育て世代包括支援センターすこやかひたち事業 

○地域包括ケアシステム 

子育て支援課 

子ども施設課 

健康づくり推進課 

介護保険課 

高齢福祉課 

障害福祉課 

５ 

拡充 情情報報をを包包括括ししたた市市民民にに分分かかりりややすすいい情情報報提提供供体体制制のの構構築築  

○市ホームページの情報連携の充実 

○オンラインを活用した保健指導・情報発信事業 

女性若者支援課 

健康づくり推進課 

 

取組の柱（３）多様性に配慮した公共施設の整備促進 
例えば、ベビーチェアが当然のように男子トイレに設置されてきたように、施設の在り方が男

女一方の視点に偏ることのないよう常に配慮することが大切です。また、性別だけでなく、年齢、

障害の有無等にかかわらず、誰もが安心して利用できる多様性を持った施設の整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

６ 

誰誰ももがが使使いいややすすいい公公共共施施設設ににすするるたためめのの整整備備促促進進  

○広報啓発・情報発信 

○公共施設マネジメント推進事業 

女性若者支援課 

公共財産管理課 
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取組の柱（２）育児・介護等の負担軽減のための環境整備 
市の保育環境や地域における介護等の地域包括ケアシステムの充実が高評価を得ている一方、

初期段階で的確な情報が得られず戸惑う人たちがいます。誰もが安心して適切なサービスを受

けることができるよう、質の良い情報が容易に得られ、幅広い選択ができる環境整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

３ 

安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境のの整整備備  

○保育提供体制の充実（病児・病後児保育、一時預かり事業、待機児童

情報提供等を含む） 

○新・放課後子ども総合プラン推進事業 

児童クラブと子ども教室の一体的な運営 

○地域子育て支援拠点事業 

○子どもセンター運営事業 

子ども施設課 

生涯学習課 

子育て支援課 

４ 

包包括括的的なな支支援援体体制制のの充充実実  

○子育て世代包括支援センターすこやかひたち事業 

○地域包括ケアシステム 

子育て支援課 

子ども施設課 

健康づくり推進課 

介護保険課 

高齢福祉課 

障害福祉課 

５ 

拡充 情情報報をを包包括括ししたた市市民民にに分分かかりりややすすいい情情報報提提供供体体制制のの構構築築  

○市ホームページの情報連携の充実 

○オンラインを活用した保健指導・情報発信事業 

女性若者支援課 

健康づくり推進課 

 

取組の柱（３）多様性に配慮した公共施設の整備促進 
例えば、ベビーチェアが当然のように男子トイレに設置されてきたように、施設の在り方が男

女一方の視点に偏ることのないよう常に配慮することが大切です。また、性別だけでなく、年齢、

障害の有無等にかかわらず、誰もが安心して利用できる多様性を持った施設の整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

６ 

誰誰ももがが使使いいややすすいい公公共共施施設設ににすするるたためめのの整整備備促促進進  

○広報啓発・情報発信 

○公共施設マネジメント推進事業 

女性若者支援課 

公共財産管理課 
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施策の⽅向性２ 教育・メディア等を通じた男⼥双⽅の意識改⾰、理解の促進 

男女共同参画社会の実現には、男女が性別にとらわれずに個人の能力を発揮し、自立して生

きていくことができるよう、子どもの頃から男女共同参画についての理解を深める必要があり

ます。そのためには、学校教育のみならず、地域や家庭生活を含め子どもに関わる全ての大人

たちが、広く男女共同参画の視点を持って子どもたちと接することが重要です。 

 

項 ⽬ 実績値（R２年度）  ⽬標値（R８年度） 担 当 

家庭生活において男女の地位が平等と感

じる人の割合 

男 38.8% 

女 23.5% 

男 50％ 

女 50％ 
女性若者支援課 

大学生人材リストの登録者数 － 30 人 女性若者支援課 

広報媒体を活用した女性ロールモデル※１

の活動紹介数 
－ ５回／年 女性若者支援課 

 

 
【関連するＳＤＧｓ】 

 

 

 

 

取組の柱（１）地域・家庭における男⼥共同参画の視点の強化 
子どもたちが学校教育で培った男女共同参画の視点が家庭生活の中で疑問を持たれることの

ないように、保護者を含め子どもに関わる全ての大人たちへの男女共同参画啓発を進めます。

また、市政に常に新しい男女共同参画の視点を取り入れるため、若者の意見が市へ直接反映さ

れるような仕組みづくりを構築します。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

７ 

新規 
無無意意識識のの思思いい込込みみ（（アアンンココンンシシャャスス・・ババイイアアスス））をを払払拭拭すするるたためめのの、、家家庭庭やや

地地域域にに向向けけたた体体験験型型講講座座等等のの実実施施  

○啓発教材の研究・提供 

○男女共同参画企画事業実施促進 

女性若者支援課 

コミュニティ推進課 

８ 
幼幼少少期期かからら継継続続ししたた男男女女共共同同参参画画のの視視点点をを強強化化すするるたためめのの作作品品募募集集事事業業  

○作品募集事業 女性若者支援課 

９ 

新規 市市政政にに参参画画すするる人人材材発発掘掘ののたためめのの大大学学生生人人材材リリスストトのの作作成成  

○大学生人材リストの作成 

○大学連携推進事業 

女性若者支援課 

政策企画課 

 

  

重点項⽬ 

⽬標指標 

⽤語の説明 
※1 ロローールルモモデデルル…具体的な行動や考え方の模範となる人物のこと。手本となる人物。 
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取組の柱（２）⼈⽣の選択肢を広げるキャリア教育の充実 
子どもたちが自分の職業についてバイアスのない選択ができるように、様々な体験学習や情

報提供を行い、行動に移せるイメージづくりをサポートします。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

10 

職職業業体体験験等等各各種種体体験験事事業業のの充充実実  

○未来パスポート事業 

○中学生社会体験事業 

○職業探検少年団支援事業 

指導課 

生涯学習課 

11 

新規 様様々々なな職職種種でで活活躍躍ししてていいるる女女性性ロローールルモモデデルルのの活活動動紹紹介介  

○女性人材育成事業（ロールモデル講座） 

○広報媒体を活用した活動紹介のサポート・連携 

女性若者支援課 

広報戦略課 

シティプロモーション推進課 

 

取組の柱（３）いつからでも学び直しができる⽣涯にわたる学習機会の充実 
学生時代の職業体験の大切さは言うまでもありませんが、大人になってからの学び直しも同

じように大切です。心が動いたときに、夢への第一歩として、学び直す機会がいつからでも望

む形で得られるシステムを構築します。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

12 

新規 いいつつかかららででもも学学びび直直ししががででききるるリリカカレレンントト教教育育＊＊のの構構築築  

○大学連携推進事業（再掲） 

○リカレント教育プレイベント開催事業 

○ひたち生き生き百年塾推進本部事業 

政策企画課 

女性若者支援課 

生涯学習課 

日立市らぽーる協会 

 

取組の柱（４）メディアリテラシーの向上 
たくさんの情報があふれる昨今、メディアとの関わり方を知ることは、人生を豊かにするた

めにも必要不可欠です。自分の必要な情報は何なのか、どう選び出して活用すればよいのか、

子どものうちから学ぶ機会を提供します。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

13 

メメデディィアアととのの付付きき合合いい方方やや必必要要なな情情報報をを見見極極めめるるたためめのの処処理理能能力力のの育育成成  

○男女共同参画推進啓発事業 

○ＧＩＧＡスクール構想＊促進のためのＩＣＴ＊支援員配置事業 

女性若者支援課 

指導課 

  

* 用語の解説は、資料編の用語解説 参照（p.86） 
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取組の柱（２）育児・介護等の負担軽減のための環境整備 
市の保育環境や地域における介護等の地域包括ケアシステムの充実が高評価を得ている一方、

初期段階で的確な情報が得られず戸惑う人たちがいます。誰もが安心して適切なサービスを受

けることができるよう、質の良い情報が容易に得られ、幅広い選択ができる環境整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

３ 

安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境のの整整備備  

○保育提供体制の充実（病児・病後児保育、一時預かり事業、待機児童

情報提供等を含む） 

○新・放課後子ども総合プラン推進事業 

児童クラブと子ども教室の一体的な運営 

○地域子育て支援拠点事業 

○子どもセンター運営事業 

子ども施設課 

生涯学習課 

子育て支援課 

４ 

包包括括的的なな支支援援体体制制のの充充実実  

○子育て世代包括支援センターすこやかひたち事業 

○地域包括ケアシステム 

子育て支援課 

子ども施設課 

健康づくり推進課 

介護保険課 

高齢福祉課 

障害福祉課 

５ 

拡充 情情報報をを包包括括ししたた市市民民にに分分かかりりややすすいい情情報報提提供供体体制制のの構構築築  

○市ホームページの情報連携の充実 

○オンラインを活用した保健指導・情報発信事業 

女性若者支援課 

健康づくり推進課 

 

取組の柱（３）多様性に配慮した公共施設の整備促進 
例えば、ベビーチェアが当然のように男子トイレに設置されてきたように、施設の在り方が男

女一方の視点に偏ることのないよう常に配慮することが大切です。また、性別だけでなく、年齢、

障害の有無等にかかわらず、誰もが安心して利用できる多様性を持った施設の整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

６ 

誰誰ももがが使使いいややすすいい公公共共施施設設ににすするるたためめのの整整備備促促進進  

○広報啓発・情報発信 

○公共施設マネジメント推進事業 

女性若者支援課 

公共財産管理課 
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施策の⽅向性２ 教育・メディア等を通じた男⼥双⽅の意識改⾰、理解の促進 

男女共同参画社会の実現には、男女が性別にとらわれずに個人の能力を発揮し、自立して生

きていくことができるよう、子どもの頃から男女共同参画についての理解を深める必要があり

ます。そのためには、学校教育のみならず、地域や家庭生活を含め子どもに関わる全ての大人

たちが、広く男女共同参画の視点を持って子どもたちと接することが重要です。 

 

項 ⽬ 実績値（R２年度）  ⽬標値（R８年度） 担 当 

家庭生活において男女の地位が平等と感

じる人の割合 

男 38.8% 

女 23.5% 

男 50％ 

女 50％ 
女性若者支援課 

大学生人材リストの登録者数 － 30 人 女性若者支援課 

広報媒体を活用した女性ロールモデル※１

の活動紹介数 
－ ５回／年 女性若者支援課 

 

 
【関連するＳＤＧｓ】 

 

 

 

 

取組の柱（１）地域・家庭における男⼥共同参画の視点の強化 
子どもたちが学校教育で培った男女共同参画の視点が家庭生活の中で疑問を持たれることの

ないように、保護者を含め子どもに関わる全ての大人たちへの男女共同参画啓発を進めます。

また、市政に常に新しい男女共同参画の視点を取り入れるため、若者の意見が市へ直接反映さ

れるような仕組みづくりを構築します。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

７ 

新規 
無無意意識識のの思思いい込込みみ（（アアンンココンンシシャャスス・・ババイイアアスス））をを払払拭拭すするるたためめのの、、家家庭庭やや

地地域域にに向向けけたた体体験験型型講講座座等等のの実実施施  

○啓発教材の研究・提供 

○男女共同参画企画事業実施促進 

女性若者支援課 

コミュニティ推進課 

８ 
幼幼少少期期かからら継継続続ししたた男男女女共共同同参参画画のの視視点点をを強強化化すするるたためめのの作作品品募募集集事事業業  

○作品募集事業 女性若者支援課 

９ 

新規 市市政政にに参参画画すするる人人材材発発掘掘ののたためめのの大大学学生生人人材材リリスストトのの作作成成  

○大学生人材リストの作成 

○大学連携推進事業 

女性若者支援課 

政策企画課 

 

  

重点項⽬ 

⽬標指標 

⽤語の説明 
※1 ロローールルモモデデルル…具体的な行動や考え方の模範となる人物のこと。手本となる人物。 
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取組の柱（２）⼈⽣の選択肢を広げるキャリア教育の充実 
子どもたちが自分の職業についてバイアスのない選択ができるように、様々な体験学習や情

報提供を行い、行動に移せるイメージづくりをサポートします。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

10 

職職業業体体験験等等各各種種体体験験事事業業のの充充実実  

○未来パスポート事業 

○中学生社会体験事業 

○職業探検少年団支援事業 

指導課 

生涯学習課 

11 

新規 様様々々なな職職種種でで活活躍躍ししてていいるる女女性性ロローールルモモデデルルのの活活動動紹紹介介  

○女性人材育成事業（ロールモデル講座） 

○広報媒体を活用した活動紹介のサポート・連携 

女性若者支援課 

広報戦略課 

シティプロモーション推進課 

 

取組の柱（３）いつからでも学び直しができる⽣涯にわたる学習機会の充実 
学生時代の職業体験の大切さは言うまでもありませんが、大人になってからの学び直しも同

じように大切です。心が動いたときに、夢への第一歩として、学び直す機会がいつからでも望

む形で得られるシステムを構築します。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

12 

新規 いいつつかかららででもも学学びび直直ししががででききるるリリカカレレンントト教教育育＊＊のの構構築築  

○大学連携推進事業（再掲） 

○リカレント教育プレイベント開催事業 

○ひたち生き生き百年塾推進本部事業 

政策企画課 

女性若者支援課 

生涯学習課 

日立市らぽーる協会 

 

取組の柱（４）メディアリテラシーの向上 
たくさんの情報があふれる昨今、メディアとの関わり方を知ることは、人生を豊かにするた

めにも必要不可欠です。自分の必要な情報は何なのか、どう選び出して活用すればよいのか、

子どものうちから学ぶ機会を提供します。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

13 

メメデディィアアととのの付付きき合合いい方方やや必必要要なな情情報報をを見見極極めめるるたためめのの処処理理能能力力のの育育成成  

○男女共同参画推進啓発事業 

○ＧＩＧＡスクール構想＊促進のためのＩＣＴ＊支援員配置事業 

女性若者支援課 

指導課 

  

* 用語の解説は、資料編の用語解説 参照（p.86） 
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取組の柱（２）育児・介護等の負担軽減のための環境整備 
市の保育環境や地域における介護等の地域包括ケアシステムの充実が高評価を得ている一方、

初期段階で的確な情報が得られず戸惑う人たちがいます。誰もが安心して適切なサービスを受

けることができるよう、質の良い情報が容易に得られ、幅広い選択ができる環境整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

３ 

安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境のの整整備備  

○保育提供体制の充実（病児・病後児保育、一時預かり事業、待機児童

情報提供等を含む） 

○新・放課後子ども総合プラン推進事業 

児童クラブと子ども教室の一体的な運営 

○地域子育て支援拠点事業 

○子どもセンター運営事業 

子ども施設課 

生涯学習課 

子育て支援課 

４ 

包包括括的的なな支支援援体体制制のの充充実実  

○子育て世代包括支援センターすこやかひたち事業 

○地域包括ケアシステム 

子育て支援課 

子ども施設課 

健康づくり推進課 

介護保険課 

高齢福祉課 

障害福祉課 

５ 

拡充 情情報報をを包包括括ししたた市市民民にに分分かかりりややすすいい情情報報提提供供体体制制のの構構築築  

○市ホームページの情報連携の充実 

○オンラインを活用した保健指導・情報発信事業 

女性若者支援課 

健康づくり推進課 

 

取組の柱（３）多様性に配慮した公共施設の整備促進 
例えば、ベビーチェアが当然のように男子トイレに設置されてきたように、施設の在り方が男

女一方の視点に偏ることのないよう常に配慮することが大切です。また、性別だけでなく、年齢、

障害の有無等にかかわらず、誰もが安心して利用できる多様性を持った施設の整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

６ 

誰誰ももがが使使いいややすすいい公公共共施施設設ににすするるたためめのの整整備備促促進進  

○広報啓発・情報発信 

○公共施設マネジメント推進事業 

女性若者支援課 

公共財産管理課 
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施策の⽅向性３ 男⼥共同参画に関する国際的な協調 

社会・経済のグローバル化、デジタル化に伴い、世界がより身近に感じられるようになりま

した。しかし、それだけではお互いの理解や価値観を共有し距離を近づけたとは言い切れませ

ん。例えば、日本のジェンダー・ギャップ指数が諸外国に比べ低い位置に停滞している理由に

興味を持つなどして、国際的な基準や価値観を知り、世界で日本の置かれた立ち位置を知るこ

とは大切です。そのために、子どもの頃からの異文化交流は、国際的な視野を身に付け相互理

解のための貴重な体験となっていきます。 

 

項 ⽬ 実績値（R２年度）  ⽬標値（R８年度） 担 当 

国際交流事業の参加者数 
4,211 人（R 元） 

938 人 
4,400 人 文化・国際課 

 

 
【関連するＳＤＧｓ】 

 

 

 

 

取組の柱（１）国際理解の推進 
日本が世界でどのような立ち位置にいるのかを理解し、多文化共生の意識を育む基盤をつく

ります。また、なぜ日本の男女共同参画が遅れていると言われるのかを理解するための世界基

準の情報提供を充実させます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

14 

幅幅広広いい世世代代ににおおけけるる多多文文化化共共生生のの意意識識をを育育むむたためめのの交交流流イイベベンントトのの実実施施  

○国際交流事業 

○多文化共生推進事業 
文化・国際課 

15 

国国際際基基準準のの情情報報提提供供のの充充実実  

○国際基準の情報提供 

○国際交流事業（再掲） 

女性若者支援課 

文化・国際課 

 

  

⽬標指標 
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取組の柱（２）国際的な視野を持つ⼈材の育成 
子どもたちに対するグローバル教育※１を実施し、各種体験を通じて、世界を視野に活躍する

ことができる国際的価値観を持つ人材を育成します。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

16 

姉姉妹妹都都市市交交流流のの充充実実  

○国際交流事業（再掲） 

○姉妹都市との文化交流 

文化・国際課 

指導課 

17 
国国際際理理解解教教育育をを推推進進すするるたためめのの体体験験事事業業のの充充実実  

○英語体験活動推進事業 指導課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⽤語の説明 
※1 ググロローーババルル教教育育…言語の習得だけでなく、自分の国や地域の伝統や文化についての理解を深め、人権、

平和、異文化などのテーマを世界規模でものごとを考える力を身に付けるための教育。 

タウランガ市青少年グループとの交流の様子 
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取組の柱（２）育児・介護等の負担軽減のための環境整備 
市の保育環境や地域における介護等の地域包括ケアシステムの充実が高評価を得ている一方、

初期段階で的確な情報が得られず戸惑う人たちがいます。誰もが安心して適切なサービスを受

けることができるよう、質の良い情報が容易に得られ、幅広い選択ができる環境整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

３ 

安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境のの整整備備  

○保育提供体制の充実（病児・病後児保育、一時預かり事業、待機児童

情報提供等を含む） 

○新・放課後子ども総合プラン推進事業 

児童クラブと子ども教室の一体的な運営 

○地域子育て支援拠点事業 

○子どもセンター運営事業 

子ども施設課 

生涯学習課 

子育て支援課 

４ 

包包括括的的なな支支援援体体制制のの充充実実  

○子育て世代包括支援センターすこやかひたち事業 

○地域包括ケアシステム 

子育て支援課 

子ども施設課 

健康づくり推進課 

介護保険課 

高齢福祉課 

障害福祉課 

５ 

拡充 情情報報をを包包括括ししたた市市民民にに分分かかりりややすすいい情情報報提提供供体体制制のの構構築築  

○市ホームページの情報連携の充実 

○オンラインを活用した保健指導・情報発信事業 

女性若者支援課 

健康づくり推進課 

 

取組の柱（３）多様性に配慮した公共施設の整備促進 
例えば、ベビーチェアが当然のように男子トイレに設置されてきたように、施設の在り方が男

女一方の視点に偏ることのないよう常に配慮することが大切です。また、性別だけでなく、年齢、

障害の有無等にかかわらず、誰もが安心して利用できる多様性を持った施設の整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

６ 

誰誰ももがが使使いいややすすいい公公共共施施設設ににすするるたためめのの整整備備促促進進  

○広報啓発・情報発信 

○公共施設マネジメント推進事業 

女性若者支援課 

公共財産管理課 

 

  

施
策
の
展
開 

第
４
章 



 

56 

 

施策の⽅向性３ 男⼥共同参画に関する国際的な協調 

社会・経済のグローバル化、デジタル化に伴い、世界がより身近に感じられるようになりま

した。しかし、それだけではお互いの理解や価値観を共有し距離を近づけたとは言い切れませ

ん。例えば、日本のジェンダー・ギャップ指数が諸外国に比べ低い位置に停滞している理由に

興味を持つなどして、国際的な基準や価値観を知り、世界で日本の置かれた立ち位置を知るこ

とは大切です。そのために、子どもの頃からの異文化交流は、国際的な視野を身に付け相互理

解のための貴重な体験となっていきます。 

 

項 ⽬ 実績値（R２年度）  ⽬標値（R８年度） 担 当 

国際交流事業の参加者数 
4,211 人（R 元） 

938 人 
4,400 人 文化・国際課 

 

 
【関連するＳＤＧｓ】 

 

 

 

 

取組の柱（１）国際理解の推進 
日本が世界でどのような立ち位置にいるのかを理解し、多文化共生の意識を育む基盤をつく

ります。また、なぜ日本の男女共同参画が遅れていると言われるのかを理解するための世界基

準の情報提供を充実させます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

14 

幅幅広広いい世世代代ににおおけけるる多多文文化化共共生生のの意意識識をを育育むむたためめのの交交流流イイベベンントトのの実実施施  

○国際交流事業 

○多文化共生推進事業 
文化・国際課 

15 

国国際際基基準準のの情情報報提提供供のの充充実実  

○国際基準の情報提供 

○国際交流事業（再掲） 

女性若者支援課 

文化・国際課 
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取組の柱（２）国際的な視野を持つ⼈材の育成 
子どもたちに対するグローバル教育※１を実施し、各種体験を通じて、世界を視野に活躍する

ことができる国際的価値観を持つ人材を育成します。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

16 

姉姉妹妹都都市市交交流流のの充充実実  

○国際交流事業（再掲） 

○姉妹都市との文化交流 

文化・国際課 

指導課 

17 
国国際際理理解解教教育育をを推推進進すするるたためめのの体体験験事事業業のの充充実実  

○英語体験活動推進事業 指導課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⽤語の説明 
※1 ググロローーババルル教教育育…言語の習得だけでなく、自分の国や地域の伝統や文化についての理解を深め、人権、

平和、異文化などのテーマを世界規模でものごとを考える力を身に付けるための教育。 

タウランガ市青少年グループとの交流の様子 
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取組の柱（２）育児・介護等の負担軽減のための環境整備 
市の保育環境や地域における介護等の地域包括ケアシステムの充実が高評価を得ている一方、

初期段階で的確な情報が得られず戸惑う人たちがいます。誰もが安心して適切なサービスを受

けることができるよう、質の良い情報が容易に得られ、幅広い選択ができる環境整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

３ 

安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境のの整整備備  

○保育提供体制の充実（病児・病後児保育、一時預かり事業、待機児童

情報提供等を含む） 

○新・放課後子ども総合プラン推進事業 

児童クラブと子ども教室の一体的な運営 

○地域子育て支援拠点事業 

○子どもセンター運営事業 

子ども施設課 

生涯学習課 

子育て支援課 

４ 

包包括括的的なな支支援援体体制制のの充充実実  

○子育て世代包括支援センターすこやかひたち事業 

○地域包括ケアシステム 

子育て支援課 

子ども施設課 

健康づくり推進課 

介護保険課 

高齢福祉課 

障害福祉課 

５ 

拡充 情情報報をを包包括括ししたた市市民民にに分分かかりりややすすいい情情報報提提供供体体制制のの構構築築  

○市ホームページの情報連携の充実 

○オンラインを活用した保健指導・情報発信事業 

女性若者支援課 

健康づくり推進課 

 

取組の柱（３）多様性に配慮した公共施設の整備促進 
例えば、ベビーチェアが当然のように男子トイレに設置されてきたように、施設の在り方が男

女一方の視点に偏ることのないよう常に配慮することが大切です。また、性別だけでなく、年齢、

障害の有無等にかかわらず、誰もが安心して利用できる多様性を持った施設の整備に努めます。 

№ 
具体的な取組  

主な事業 担 当 

６ 

誰誰ももがが使使いいややすすいい公公共共施施設設ににすするるたためめのの整整備備促促進進  

○広報啓発・情報発信 

○公共施設マネジメント推進事業 

女性若者支援課 

公共財産管理課 
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